
日本門脈圧亢進症学会技術認定資格 更新必要単位数 

(平成 31 年春更新開始) 

 

1． 技術認定取得後 5年間に更新に必要な合計単位数：60単位 

2．60単位中、更新に必要な必須単位数：22単位 

総会参加(取得年度を含む)1回 10単位 

教育セミナー参加(3 領域すべてを含む、取得年度を含む)4単位×3、12単位 

3．その他の単位数 

(1) 総会参加(上限なし) 

1回 10単位 

(2) 教育セミナー参加(上限なし) 

1領域 4単位 

(3) 総会での演題発表(上限なし) 

筆頭演者 5単位、共同演者 2単位、司会 2単位 

(4) 地区研究会(上限なし) 

参加 5単位、地区研究会の筆頭演者 3単位、共同演者 1単位、司会 1単位 

(5) 論文による単位(上限 25単位) 

日本門脈圧亢進症学会雑誌：筆頭著者 10単位、共著者 5単位 

その他門脈圧亢進症に関する論文(文献)：筆頭著者 5単位、共著者 2単位 

(6) 臨床症例(上限 25単位) 

治療の 1クールを 1例としてカウントし、内視鏡的治療や IVR領域の症例は 1例 1

単位、手術療法領域の症例は 1例 5単位とする。 
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